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第５部  帰宅困難者対策 

第１章 主要駅等における混乱防止対策                      

地震発生直後は、鉄道機関の運行停止等により、ターミナル駅や大規模集客施設、繁華街等では多数

の帰宅困難者が発生します。帰宅困難者の安全の確保及び近隣地域の混乱を防止するため、主要駅等に

おける混乱防止対策を推進します。 

 

第２章 帰宅困難者事前対策                      

第１節 主要駅等の混乱防止対策の推進 

主要駅等において、鉄道機関の運行状況等により、大量の人々の混乱防止を目的として、鉄道事業

者、バス事業者、駅周辺事業者、所轄警察署、区役所等意見交換を行い、情報受伝達マニュアル等の

整備や定期的な防災訓練を実施するなど、平常時からの連携強化を図ります。 

 

第２節 一時滞在施設の指定 

地震により大勢の帰宅困難者の発生が予測される主要駅等を中心に、滞留者の安全の確保と災害関

連情報を提供するための帰宅困難者一時滞在施設を指定しています。 

指定にあたっては、帰宅困難者の受け入れを円滑に行うとともに、地域住民が使用する避難場所と

混同しないよう、駅周辺の公的施設及び民間施設等に対し協力をいただきながら拡充を図ります。 

 

第３節 帰宅困難者の発生抑制 

企業等の事業所に対し、交通機関途絶時の従業員の留め置きのほか、これに必要な備蓄の推進、家

族等との安否確認手段の確保などを啓発し、時差帰宅について協力を促します。 

 

第４節 備蓄品の確保 

帰宅困難者への支援として、帰宅困難者一時滞在施設等に、一人あたり１食分の食料と水缶詰

（350ml）、アルミブランケット１枚、トイレパック４回分を想定される人数に応じて備蓄します。ま

た、企業等の事業者は、一斉帰宅抑制に備えて３日分の備蓄の確保に努めます。 

  



 

81 
 

第３章 帰宅困難者対策                         

第１節 区本部の対応 

区本部長は、駅等に避難者・駅対応班を派遣し、駅等周辺の滞留者や帰宅困難者の状況等を把握す

るとともに、鉄道事業者、駅周辺事業者、警察等と連携し、災害情報等の広報及び避難誘導等を実施

します。 

また、「帰宅困難者一時滞在施設検索システム（一時滞在 NAVI）」等を利用して、区本部と一時滞在

施設との間で、施設の開設状況や運営状況等を把握し、必要な支援を行います。 

 

第２節 関係機関の対応 

１ 鉄道事業者の対応 

鉄道事業者は、利用者の安全確保を図るため、鉄道運行情報等の提供や安全な場所への避難誘

導を行うとともに、施設内に、待機できる場所の確保が可能な駅においては、帰宅困難者の受入

れ等を実施します。 

また、必要に応じ、徒歩帰宅を支援する情報提供や一時滞在施設への案内又は誘導、代替輸送

手段等を確保します。 

 

２ 企業等の事業所・学校等の対応 

帰宅困難者の発生を抑制するために、事業所等は従業員の施設内待機、学校等は児童・生徒等

の保護に努めるとともに、災害関連、公共交通機関の運行状況等の情報提供や必要に応じた備蓄

物資等の提供を実施します。 

また、共助の観点から外部の帰宅困難者(来社中の顧客や施設周辺にいた帰宅困難者)の受入れ

に努めます。更に、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動(特に要援護者の保護等)を実施します。 

   

第３節 帰宅困難者の支援 

１ 一時滞在施設の開設 

     帰宅困難者のための一時滞在施設の管理者は、鉄道の長時間運休の場合など必要に応じて、

可能な範囲でトイレ、水道水、災害関連情報を提供します。また、電話や FAX、帰宅困難者

一時滞在施設検索システム（一時滞在 NAVI）等を利用して、市本部や区本部と施設の開設状

況や運営状況等を共有します。 

区本部は、地震により多くの帰宅困難者が発生した場合、事前に指定した施設等に対して

帰宅困難者一時滞在施設の開設を要請します。開設時には、区本部から関係機関に連絡し帰

宅困難者に情報提供等を行います。 

  一時滞在施設の開設は、災害発生日の翌朝までを原則とし、必要に応じて、一部の一時滞

在施設の開設を延長します。施設数の目安は、２日目（発災翌日）は区に１施設程度、３日

目以降は市全体でパシフィコ横浜及び横浜アリーナの２施設とします。 

 

２ 徒歩帰宅者への支援 

徒歩帰宅者の支援拠点として協定を締結している、コンビニエンスストア・ファミリーレ

ストランやガソリンスタンド等（災害時徒歩帰宅者支援ステーション）の施設管理者は、鉄

道の運休等により、長距離を徒歩で帰宅せざるを得ない帰宅困難者に対して、水道水、トイ

レ、災害関連情報の提供等を行います。また、区本部長は必要に応じて幹線道路沿いの公共

施設等を支援拠点として指定することができます。 
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さらに、市本部長又は区本部長は、都市部からの徒歩帰宅者の通行が想定される幹線道路

沿いに、一時的な休憩場所や災害関連情報を提供するための「支援拠点」を設置し、徒歩帰

宅者の安全な帰宅を支援します。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 帰宅困難者一時滞在施設検索システム（一時滞在 NAVI） 

災害発生時に、どの一時滞在施設で受入れ可能なのかなどの情報を、スマートフォンや携

帯電話等で検索できる「帰宅困難者一時滞在施設検索システム」を整備しています。 

 

スマートフォン用                携帯電話用 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害時帰宅支援ステーションステッカー 
災害時徒歩帰宅者支援ステーションステッカー 
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